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日本産りんご輸出における産地流通主体の役割
――青森県産りんごを事例として――

田 中 重 貴

The role of local distributors of apples produced in Japan for export
－A case study of Aomori prefecture－

Shigetaka TANAKA

Summary

The purpose of this paper is to examine the role of local distributors of apples for export in Aomori,

Japan. Recently, the apples for export to Taiwan are remarkably increasing. The local distribution

channel is an organization made up of mainly three distributors ; private companies, agricultural co-

operatives, and cooperatives of joint selling. And they independently export apples to the overseas

market. However, the distribution system is originally developed for domestic selling, and it is not com-

pletely adjusted to exports. Consequently, there are some functional differences between each distribu-

tor ; product standard at the time of primary collection and collection/marketing abilities, which leads

to obstacles to international trade. The problem is that the distributors are remaining as mere collec-

tors of the products, just passively reacting to market demands abroad.

１．はじめに

今日，経済発展が目覚しい諸国に対する「高

級」果実の輸出が注目されているが，りんごはそ

の最有力の一つとなっている．そして，これに対

応して，国内流通業者は国内市場を中心としつつ，

海外市場への販路開拓・拡大に向けて，動き出し

ているが，今だそれら諸国での高級品に対する需

要拡大を見込んだ販売戦略を模索している段階な

のが現状である．現時点で，日本産りんご輸出は

国内市場の動向に制約されながら海外流通業者の

要望に応えているため，輸出戦略といった海外市

場対応の段階ではないのである（註１）．

このような状況の下で，輸出拡大を望むなら，

輸出構造の解明により，どの輸出主体が輸出拡大

事業の担い手になるか議論が必要になるが，既存

研究を振り返れば，日本産果実の輸出はあまり注

目されておらず，その実態はほとんど把握されて

いないのが実状である．

そこで，本論文では青森県産りんごを対象に，

日本産りんご輸出構造を明らかにするための第一

次接近として，青森県産りんご輸出の産地流通構

造を明らかにすることを課題とする．それは，果

実産地においてどのような輸出対応しているかで

あり，その下でどのような流通経路が構築されて

いるかを明らかにすることである．

２．青森県産りんご輸出の展開と流通経路

青森県産りんご輸出は，明治２７年から行われて

いるが，明治・大正期から戦前期において一貫し

て，国内消費水準を大きく上回る生産がなされて

おり，その対応策として輸出が不可欠であった．

また，輸出主体は当初から移出商であり，組織

立ったものではなく，移出商個々による個別・分

散的なものであった．

その後，１９６０年代半ばになると移出商個々が輸

出販路を維持することは困難になり，「青森県り

んご共販協同組合」（通称名は「輸出共販」であ

り，以下「輸出共販」とする．系統共販と異なり，
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移出商，青森県経済連などを構成員とする一種の

事業連合．）という形態で輸出販路を統合し，そ

の対応を共同化したのである．これにより，輸送

コストの低減，価格や輸出枠の割当等に対する交

渉力が強化され，りんご輸出はピークを迎えるの

である．しかし，それも他国との価格競争の激化

や円高進行の中で優位性を急速に失い，輸出は急

減し，事実上の断絶となるのである（図１）．

このような，輸出低迷が続く中で，２００２年の台湾

のWTO加盟による，輸入枠の撤廃（２０００t→撤

廃），関税率の引下げ（５０％→２０％）は，日本産

りんごの輸出量を拡大させ，りんご輸出は新たな

展開をみせ始める．台湾での日本産りんごの輸入

量は増加傾向とともに平均単価（CIF価格）は

急激な低下傾向を示すが，それでも２００２年におい

ては，他国産（韓国産を除く）と比較して２倍以

上の価格であり（表１），他国産と日本産に対す

る需要の性格の相違があることを伺える．台湾で

の日本産りんごに対する需要の性格は，戦後，輸

出量がピーク時の主力品種である「国光」，「紅

玉」といった低価格・小玉から「世界一」，「陸

奥」，「ふじ」といった高価格・大玉品種へと変化

していったが，この背景として，台湾での所得増

加に伴う果実消費の拡大と，高所得者層の拡大に

よる高価格果実の購買可能層の存在が大きく作用

していると考えられる．

このように，台湾向けりんご輸出は貿易制度の

緩和，所得増加を支えに増加したが，国内におい

て，その需要拡大に対応している産地輸出主体は，

「移出商」，「輸出共販」，「系統農協」である．特

に，産地移出商 A社（註２）のように，自社の

利益確保のために海外市場を志向しながら，年々

輸出量を増加している移出商を中心に，各主体は

海外需要に対し個別的対応をしている．そのため，

輸出経路は，図２で示している通り（註３），複

雑な流通経路を形成しており，今日の日本産りん

ご輸出の最大の特徴になっている（註４）．

表１ 台湾におけるりんご輸入量（輸出国別） （単位：t）

年 アメリカ 日本 韓国 チリ ニュージーランド その他 合計

１９８９ ５０，３０９ ４２６ ８，４９９ ６，２０４ ２，４８８ ５，４３６ ７３，３６２

１９９０ ７６，０２５ ３７４ ８，６６４ ６，９０９ ２，６０７ ３，３７８ ９７，９５７

１９９１ ６０，２４９ ４３６ ６，４４７ ６，６１２ ２，６０５ １，８１８ ７８，１６７

１９９２ ９７，７９０ ４０３ ７，４８６ ５，８６０ ２，５６６ １，７９８ １１５，９０２

１９９３ ９４，８３５ ２１１ ６，４９２ ２，５６１ ２，８１９ １０６，９１７

１９９４ １１２，９７６ ４５０ １６５ ４，０８７ ２，６０３ ２，２１７ １２２，４９８

１９９５ １０１，０６９ ４００ ２，３１０ ６，８８２ ５，３５４ ２，６１１ １１８，６２５

１９９６ １０３，１８４ ７４６ ３，２９２ ８，９８６ ３，９８０ ４，６３７ １２４，８２５

１９９７ １１０，１２５ １，４５４ ２，５１９ １１，３０３ ２，４４５ ２，１２０ １２９，９６６

１９９８ １２３，４２８ １，６７１ １２，４４７ ７，９９９ ４，５９２ １５０，１３８

１９９９ １０９，２８２ １，７９４ １２，４１０ ７，９４４ ５，１９７ １３６，６２７

２０００ １０３，０６８ １，６４７ １２，３７８ ７，９９０ ５，１３７ １３０，２１９

２００１ １００，４９０ １，６９６ １２，４９２ ５，４１４ ４，５１４ １２４，６０６

２００２ ６６，６８５ ８，３７６ ７，８３９ １５，３３３ １４，１９７ ５，２３２ １１７，６６２

出所：行政院農業委員会「海關進出口資料整理統計」より作成．

図１ 生鮮りんご輸出量の推移

出所：財務省「貿易統計」より作成．
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３．輸出主体の集荷方法，取引形態

青森県産りんご輸出は，輸出向けの産地市場が

形成されずに，大勢を占める国内向け産地市場の

動静に大きく左右され，安定しない構造を形づ

くっている．そのため，特に集荷方法，取引形態

において，輸出拡大の問題点が顕著に現れる．

以下，青森県産りんごの輸出主体別の産地市場対

応＝集荷方式，取引形態を整理し，問題点を指摘

する．

１）主体別の集荷方法と問題点

� 移出商

�事例の概要
A社は青森県南津軽郡平賀町にあり，平成１４年

度産でりんご取扱実績約１４億円（出荷数量約５０万

箱）の県内有数のりんご移出商である．A社は戦

前期（昭和８年）からりんごの仲買いを行ってい

たが，戦後昭和２３年に本格的にりんご移出商とし

て操業を開始した．輸出にも早くから参入してお

り，昭和４２年にはドバイ向けりんご輸出に対し，

輸出貢献企業として通商産業大臣賞を受賞してい

る．

A社の輸出向けりんごの輸出実績（表２）をみ

ると，平成８年の３９トンから平成１４年には１，４３１

トンと３５倍近く伸びており，まさに近年の青森県

産りんごの輸出拡大状況を顕著に示している事例

といえる．このような輸出量の拡大により，A社

は輸出向け販売実績がりんご売上の約２６．５％を占

めるまでになっており，輸出事業が経営にとって

も重要な位置を占めることとなった．輸出相手国

は台湾（９２．７％）のみではなく，タイ（６．２％），

インドネシア（１．１％）などにも若干ながら輸出

され，販売先からの要請があればスポット的な輸

出にも対応している．

�輸出事業の特徴
A社の輸出経路を図３に示した．輸出経路とし

ては商社である T商事と輸出共販の２ルートを

とっており，近年は輸出共販から離れて T商事

（神戸）経由を中心に独自の輸出経路を構築して

図２ 輸出向け青森県産りんごの流通経路の概略図

出所：聞き取り等から筆者が作成（一部筆者推定）．
註：１）商社は日園連，商社，輸出業務のできる青果会社で構成されている．
２）→が交差しているのは関係なし．
３）⇒は輸出仕向け用，→は一般用りんご．

日本産りんご輸出における産地流通主体の役割
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いるのが特徴である．輸出相手国の輸入業者は台

湾では建隆コーポレーション，台湾神果有限公司

の２社，タイでは C&T GLOBAL社，Ponvichai

社の２社と契約している．

売買契約方法をみると，まず相手国の輸入業者

が T商事に欲しい商品の条件（品種，サイズ，

量，金額）を呈示し，A社は T商事からその交

渉情報を得る．A社は仕入れ価格（弘果市場価

格）と調達可能量，輸出にかかる経費などから利

益を考え，価格・数量交渉を数回行い取引が決定

され，そこではじめて A社は商品調達を行う．

このように A社は受身的にオファーを受けて

いるので十分に相手国の需要状況が把握できず，

積極的な販売促進活動はとりにくい．

また，T商事は A社の調達したものを買取り，

それを輸入業者に販売する方法をとっている．T

商事はより多くの利益を上げるために，海上コン

テナ代，荷役費，倉庫保管費等，輸出にかかる費

用を取扱量の拡大で低減させなければならず，直

接産地で集荷を担う A社との提携関係を強く求

めている．A社も海外業者との仲介役として T

商事を重視し，現在この１社のみとの取引に特化

している．タイ，インドネシアのへの販売も T

商事経由である．

�品種構成と等級
表３は，平成１４年産の台湾向けりんごの品種別

輸出量を示している．最も取扱実績の多いものは

表２ A社の輸出先別実績の推移 （単位：トン，万円，％）

年 産
合 計

台 湾 タ イ 香 港
インド

ネシア

シンガ

ポール数量 金額

１９９６ ３９ １，６６２ ５５．６ ０．０ ４４．４ ０．０ ０．０

１９９７ １８４ ５，９８５ ９７．５ ０．０ ２．５ ０．０ ０．０

１９９８ ２３４ ８，９５３ ８１．５ ９．８ ８．７ ０．０ ０．０

１９９９ ２２３ ８，０５６ ８４．８ ２．１ １０．５ ０．０ ２．６

２０００ ３０４ １１，７４５ ９３．０ ２．９ ４．１ ０．０ ０．０

２００１ ８５６ ２３，４５２ ９３．９ ５．１ １．１ ０．０ ０．０

２００２ １，４３１ ３８，１０１ ９２．７ ６．２ ０．０ １．１ ０．０

出所：A社の輸出実績より作成．
註：シェアは数量ベース．

図３ A社取扱りんごの輸出経路（２００２年産）

出所：A社からの聞取りより作成．

北海道大学農経論叢 第６２号

１４４



ふじで全体の４０％を占め，次いでサンふじ，世界

一と続く．取扱上位品種であるふじ，世界一に陸

奥を加えた比較的単価の高い高級品種が取扱量の

約６０％を占めているが，ここからも輸出相手国側

が青森県産りんごに高品質のものを求めており，

A社がそれに応える集荷力を有していることを示

している．

等級でみると A社からは国内仕向けと比較し

必ずしも最高のものだけが輸出に仕向けられてい

るのではない．表４は A社の国内仕向け用の等

級表である．ここでの国内で最上級品となる１ラ

ンク目の「黄蘭」は輸出には向けられず，２から５

ランク目（「朱蘭」から「蘭」）が一括して「特選」

等級として輸出されている．ただし，２・３ラン

クの等級，４・５の等級をそれぞれ別のブランド名

で販売することで２等級に分けている．

以上のように品種的には高級品種を確保しつつ，

その一方で A社では評価を落とさない範囲で仕

分け作業の簡略化・省力化による経費削減を図っ

て有利に輸出事業を進めているのである．

�輸出品の調達方式
輸出品の調達も基本的には国内仕向用と同様，

産地市場，仲立人（仲買人）の２つのルートから

仕入れている．品種別にみれば輸出向けの中心と

なる高級品種である世界一，陸奥を約９５％，ふじ

を約７０％を弘果市場から，残りを仲立人（弘前地

区１人，平賀地区４人）から買い付けている．高

級品種の買付け先が弘果市場に特化しているのは，

生産者が大玉，色が良いりんご，特殊品種を弘果

市場に出荷するのが大半であること，また，仲立

人を通すと他のキズもの等も込みで買い付ける

（「山買い」）ことになるためである．生産者は品質

の良いりんごを自家選別して産地市場に出荷した

方が農協に委託販売するより高く値段がつき，代

金決済が早いことから多くの高品質りんごを産地

市場に上場する．A社は弘果市場から仕入れるこ

とで，必要な輸出向けの高級品種・等級の高いも

のだけを確保することができるのである．

移出商の輸出品調達は基本的に国内仕向用と同

様，産地市場，仲立人（仲買人）の２つのルート

から行っている．品種別にみれば輸出向けの中心

となる高級品種である世界一，陸奥，高品質ふじ

を主に産地市場である弘果市場（通称名）から，

残りを仲立人から買い付けている．高級品種・高

品質りんごの買付け先が弘果市場に特化している

のは，高級品ほど産地市場へと出荷する青森県の

りんご産地独特の流通構造が存在するためである

（註５）．産地市場に調達を依存することで不作

時には価格が高騰し，採算割れする場合があり，

さらに，安定的な量の確保が難しくなることから

計画的な輸出への対応が困難となる．このように，

移出商が産地市場を主たる集荷先としていること

が，高級品輸出へ対応できる要因でもあるが，反

面，輸出事業の拡大・安定の制約要因ともなって

いるのである．

表３ A社によるりんご輸出実績（品種別・国別）

（単位：�）

品 種 台湾 インドネシア タイ 計 （割合）

ふじ ５５３，４８７ ５５３，４８７ ４０％

サンふじ ２６０，１８８ ２６０，１８８ １９％

世界一 ２０６，１００ ５，７６０ ２２，８００ ２３４，６６０ １７％

陸奥 １９，５５０ ８，３９５ ２８，３４８ ５６，２９３ ４％

金星 １１３，１６８ １，４３０ １８，１５０ １３２，７４８ １０％

王林 １１５，０２３ ２０，０６８ １３５，０９１ １０％

ジョナゴールド １２，１００ １２，１００ １％

サン北斗 ３，４５０ ３，４５０ ０％

計 １，２８３，０６６ １５，５８５ ８９，３６６ １，３８８，０１７ １００％

出所：A社への聞き取りより作成．
註：２００２年度におけるものである．

表４ A社の等級表

ランク 内 容 （参考）JAつがる弘前

１ 黄蘭 超特選０．５％くらい

２ 朱蘭 特選品 特選

３ 紫蘭 色は特選，葉形などのクセあり 秀特（３，４を含む）

４ ペーパー ２番手の色

５ 蘭 ３番手の色，葉形などのクセあり 秀 A

６ 大 色うす，キズはない 秀

７ 特 大の下．さらに色が薄い

キズ果 朱蘭 A 朱蘭の色．小キズ２�程度

ペーパー A ペーパー色．小キズ２�程度

B Aよりも大きいキズ．４�程度

出所：A社資料より作成．
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� 系統農協

�農協系統の輸出振興
輸出共販の形成については前述したとおりであ

り，本来移出商の団体であった．それにもかかわ

らず，農協系統がこの組合員となっているのは，

戦後期の名残に他ならない．農協系統は常に有利

販売を目指し，輸出においても独自経路の構築に

努めてきた．

全農は昭和６０年にカナダ，香港向けに二十世紀

梨と柿の試験輸出を行ったことを皮切りに，平成

元年には１６経済連と�組合貿易を加えて「農協青
果物輸出拡大協議会」を設立するなど，青果物輸

出を活発化させている．

りんご輸出については，平成６年に青森県経済

連が「果実輸出振興整備対策事業」を開始し，ま

た同時に「青森県 JAりんご輸出推進研究会」を

発足させ，系統独自のりんご輸出への取り組みを

本格化させている．

�全農あおもりにおける輸出取引の特徴
表５は，全農あおもりの輸出実績を示している．

系統共販による輸出は，青森県産りんご輸出の１

割程度であり，構成比では必ずしもウェイトが高

いとはいえない．むしろ，その特徴は販売相手国

が多様であることである．これは先の農協系統全

体の市場開拓と連動したものとみられ，輸出共販

に比べ，販路開拓を積極化していることの結果と

理解することができる．さらに，それは輸出向け

の品種構成にも表れている．表６は平成１４年産の

りんご品種別輸出量を示しているが，比較的比率

が高いのは「世界一」や「有袋ふじ」といった高

級品種である．必ずしも単価には反映されていな

いが，相対的に高級品種の割合が高いことが輸出

共販との最大の違いであり，しかもそれは年々上

昇している．

�集荷と輸出経路
系統共販による輸出品は，当然県内単協から集

荷されている．全農あおもりは単協ごとの輸出割

当量を設定し，各単協はそれに応じて出荷を行っ

ている．現実的には JAつがる弘前がその中心を

なしている．図４は，平成１４年産について，全農

あおもりが取り扱った輸出品の経路と割合である．

輸出業務は仕向先によって異なり，例えば香港向

けは組合貿易，北米向けはセントラル貿易となっ

ている．いずれも既存のルートを持っている商社

が選定されている．その他の卸売市場経由の経路

についても，国内向けりんごないし他品目の出荷

市場を基盤としている．

�系統共販による輸出業務の特徴
全農あおおりによる輸出業務には，農協系統全

体の輸出事業とも連動していることから生じるい

くつかの利点がある．まず第１に海外市場への販

路開拓において，全農との連携が可能な点である．

第２に，全農の輸出経路を利用できることから輸

出関連業者の選択において幅が広い．このことは

特に物流コストの削減において大きな効果がある

表５ 全農あおもり（県本部）の輸出りんご取扱量

の推移

年度
数量 金額 平均単価

（百箱） （万円） （円／kg）

１９９６ ２７０ ９，６８７ ３５８

１９９７ １９７ ７，２１０ ３６５

１９９８ ３７２ １２，１５９ ３２７

１９９９ ２２６ ８，４１５ ３７３

２０００ ３３８ １３，０４６ ３８６

２００１ ７０３ １９，５９３ ２７９

２００２ ８７９ ２５，１８８ ２８７

出所：全農あおもり県本部りんご部資料より作成．
註：一箱＝１０kgで換算．

表６ 全農あおもりによる品種別輸出量（平成２００２産）

品種名
数量

（箱）

比率

（％）

金額

（万円）

単価

（円／�）
王林 ９，９５６ １０．２（１．８） ２，０８７ ２１０（１９２）

ジョナゴールド ３，２４０ ３．３（０．１） ８５７ ２６５（２７２）

陸奥 ９，７００ ９．９（１７．６） ３，４２２ ３５３（３２３）

金星 ７，０９２ ７．３（１．２） １，９８０ ２７９（２８８）

世界一 ４０，２４７ ４１．２（２１．５） １１，０７０ ２７５（２５２）

無袋ふじ ２，１８５ ２．２（２４．８） ４２６ １９５（１８４）

有袋ふじ ２５，１９５ ２５．８（３３．０） ８，５０２ ３３７（３７８）

合計 ９７，６１５ １００．０ ２８，３４４ ２９０

出所：全農あおもり県本部りんご部資料より作成．
註：１）一箱＝１０キログラムで換算．
２）比率のかっこ内は２００１年産．
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と考えられる．第３に商社との関係についても，

全農の基盤を生かすことができる点が挙げられる．

系統共販による輸出の相手国数が多いのも，全農

と商社との関係に基づくものである．このことは

多様な品種，サイズ，品質のりんごを集荷するた

め，海外市場のニーズに合わせて輸出しやすいと

いう点できわめて重要である．このように，系統

共販は輸出主体として相対的に有利な立場にある

といえよう．しかし，そこには課題も残されてい

る．

第１には，前述の通り，高級品種需要の比率が

高いことは取り組みの成果であるが，それが必ず

しも単価に反映されないことは大きな課題である．

第２には，産地流通において，系統が集荷するり

んごの品質は産地市場のそれに比べて劣っている

点である．このこと自体は青森県におけるりんご

の産地流通構造として通常のことであるが，輸出

において産地市場集荷，すなわち移出商のりんご

輸出と競合するため，それが問題となる．つまり，

高級品種として輸出し，それが競合した場合，相

対的に品質が悪いという点は致命的なのである．

さらに第３には，農協系統をあげた販路拡大にも

かかわらず，産地が期待する輸出仕向け量をすべ

て独自ルートで取り扱うことが困難な点である．

それが，未だに輸出共販を利用する意味であり，

輸入割当量の少なさから，前掲図４に示されるよ

うな単協による独自販売が生じる背景となってい

るのである．

	 輸出共販

�輸出共販による輸出契約
輸出共販は実績を低下させながらも，かつての

組織を今日まで維持させている．機能的にも一貫

しているが，今日的に重要なのは輸出取引の仲介

業務である．

輸出共販自体は販路開拓の役割をもたないため，

取引は常に海外の輸入業者からの発注に基づいて

いる．そこで，輸出共販における輸出取引は以下

のような形態で行われている．まず，輸入業者が

提示する条件（通常は，価格，量，サイズ，品種

の４項目）に基づき，輸出共販は集荷計画を立て

る．次にその集荷計画を組合員に提示する．個々

で提示されるのは，品種およびサイズごとに
販
売価格，�出荷者（移出商等）の見込み手取価格，
�出荷日程（検査日・輸送開始日・到着日），そ
して
輸出にかかる経費と輸出共販が取得する金
額である．組合員たる出荷者はこの集荷計画と自

らの集荷および販売計画を勘案し，取引への参加

を輸出共販に申し込むのである．この計画を移出

図４ 全農あおもりの輸出実績と輸出経路（２００２年産）

出所：全農あおもり県本部りんご部資料及び聞き取りより作成．
註：１）かっこ内は平成２００１年産．
２）２００２年度産りんごは１０月から６月までを取扱量としている．
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商が１社で担当するケースもあるが，通常は複数

社が輸出共販の元で調整され，取引を行うことに

なる．輸出共販はこれら組合員の申し込み状況を

踏まえ，輸入業者と最終的な交渉を行い，両者に

一致をみた場合契約を結ぶ仕組みとなっている．

�輸出共販における輸出取引の特徴
契約締結以降は，取引に参加する組合員が，取

り決めた期日に輸出共販が保有する貯蔵庫へと搬

入し，検査等の過程を踏まえた後，輸入業者へと

引き渡されているのである．

表７は，平成１４年産について輸出共販が取り

扱った台湾向け輸出の実績を示している．また，

表８は生産者受取価格と輸出費用について，表９

ではサイズと等級別数量を示している．これらに

現れる品種のうち，サンふじは無袋栽培品，王林

は中級品種である．したがって，これらの単価は

他の品種と比較するとやや低い．また，高級品種

についても，そのうちの２級品が目立っている．

この輸出共販の役割は，販売の共同化による経

費削減と組合員の利益増大である．その面では農

協系統共販と同様の積極的意義を持っている．そ

れは自ら輸出を手がけることが困難な小規模移出

商や単協にとって，その存在は大きな意義を持っ

ているからである．そのため，輸出共販は大きく

その様相を変化させた今日も輸出主体として存立

しているのである．しかしながら，その輸出形態

には多くの問題点を含んでおり，そのため移出商

が海外市場に対して個別に販売対応，輸出共販離

れをしているのが現状である．

２）輸出経路の相違と問題点

輸出は海外輸入業者との代金決済等の信用問題

があるため，大半の産地輸出主体は輸出業者（商

社）を介した取引形態をとり，個別に対応してき

た．また，商社経由型の取引形態は，輸出主体の

組織基盤の相違によって特徴は異なり，この特徴

の相違は，各主体による輸出経路の管理度合いを

示している．

� 商社経由型（移出商，系統農協）

移出商はそれぞれが個別に経路を確立しており，

総体的に，販路が多元化した状態にある．移出商

A社を例にとってみると，A社の輸出経路は，商

社である T商事と輸出共販の２ルートをとって

おり，近年は，輸出共販から離れて T商事（神

戸）経由を中心に独自の輸出経路を構築している．

売買契約方法をみると，まず相手国の輸入業者が

T商事に欲しい商品の条件（品種，サイズ，量，

金額）を提示し，A社はそれに基づいて集荷を行

う．T商事は輸出にかかる費用を取扱量の拡大で

低減させる必要があるが，直接的に産地での集荷

に携わることはできない．また，A社も海外需要

の動向を把握しにくいため，販路開拓がしにくい

という問題点がある．そこで，T商事を仲介者と

して A社と輸入業者と３者の提携関係を強くす

ることによって，輸出拡大に向けた独自ブランド

の開発を行うなど，産地において海外需要に対応

しているのである．しかし，一般に商社経由型の

移出商は，輸入業者の発注に対し一方的に受注し

ているのであって，販路開拓はおろか，相手国の

需要動向すら把握できにくい立場にある．

一方，系統農協は，全農を中心に，常に有利販

売を目指し，輸出においても独自経路の構築に努

めてきた．その一環としてりんご輸出にも取り組

んでいる．系統農協の輸出事業は
輸出相手国が
多く，�全農，日園連等の系統商社，その他の一
般商社を通じて販売しているのが特徴であり，こ

れは，系統農協のマーケティング基盤を積極的に

活用した結果である．このことは，国内市場価格

に連動した輸出価格・量の決定においても，系統

組織を通じて調整することが可能であり，また，

産地において海外需要の情報を把握しやすくなっ

ているというメリットがある．しかし，輸出全体

表７ 輸出共販の台湾向け輸出実績（平成２００２年産）

品種名 ケース
数量

（トン）

販売金額

（千円）

単価

（円／�）
世界一 （５�） ４０ ２５，６００ ６４０

世界一 （１０�） ３３ １２，２１０ ３７０

ふじ （１０�） ２９７ １０５，７１０ ３５６

サンふじ （１０�） ３９３ ８４，６４５ ２１５

王林 （１０�） ３ ６６０ ２２０

計 ７６６ ２２８，８２５

出所：輸出共販からの聞き取りより作成．
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を管理できないマーケティング・チャネルとなっ

ているため，移出商と同様の問題点が生じている．

� 直接取引型（「輸出共販」，「移出商」）

海外輸入業者との直接取引は，輸出に関わる費

用やリスクを負担しなければならない反面，海外

輸入業者との取引関係が密接になり，海外需要へ

の対応がしやすいメリットがある．しかし，直接

取引方法をとっている「輸出共販」自体は販路開

拓の役割をもたないため，取引は常に海外の輸入

業者からの発注に基づいている．組合員は，「輸

出共販」が作成する集荷計画と自らの集荷および

販売計画を勘案し，取引への参加を輸出共販に申

し込む．通常は複数社が輸出共販の計画に沿って

調整され，取引を行うことになる．この「輸出共

販」の役割は，販売の共同化による経費削減と組

合員の利益増大である．その面では農協系統共販

と同様の積極的意義をもつが，反面では，大きな

課題を抱えている．

第１は，主体性を欠く受動的な販売対応であり，

その結果，第２の課題である単価安を生じさせて

いる．したがって，輸出共販経由の場合，国内の

格付けから見れば必ずしも高級品という位置づけ

にはない．また単価安は，組合員の利益が低調に

とどまらざるを得ない，という第３の課題を生じ

させている．

４．おわりに

奢侈品需要に支えられた今日のりんご輸出は，

輸入量の増大に伴う，輸入業者・小売業者の増加

によって，海外需要は個別分散的になり，複雑な

輸出経路の下，輸出主体は個別に海外需要へ対応

しているのが特徴である．しかし，国内向け流通

に付随した輸出向け流通では，一次集荷段階での

規格不統一の問題，輸出主体ごとのマーケティン

グパワーと集荷力とのギャップ等で見られるよう

に，海外市場対応を阻害する要因を生み出してい

る．特に規格不統一問題（註６）は，移出商間だ

けでなく単協間でも生じており，海外輸入業者に

とって，この状況は自国での販売戦略を立てる上

で障害になっている．また，各主体は海外需要に

対し受動的に反応しているに過ぎなく，むしろ，

表９ 輸出共販による台湾向けりんごの輸出量（サイズ別・等級別） （単位：箱）

サンふじ（２級品） 有袋ふじ（２級品） 有袋ふじ（１級品） 世界一（２級品） 王林（２級品）

２４玉 ３２ ２４玉 ９９４ ２４玉 ３８ ８玉 １９５ ４６玉 ２２４

２６玉 ５２３ ２６玉 ２，０１５ ２６玉 １４９ ９玉 ８００ ５０玉 ７６

２８玉 １，６１９ ２８玉 ５，８６１ ２８玉 ５５９ １０玉 １，５９９

３２玉 ３，７１５ ３２玉 １０，９４３ ３２玉 ８９０ １１玉 ３，１１９

３６玉 ４，０１１ ３６玉 ７，６８７ ３６玉 ５６４ １２玉 ２，２８７

４０玉 ６，０００ ２４玉 ５１５

４６玉 １６，７７１ ２６玉 １，９１４

５０玉 ６，０２９ ２８玉 ８７１

計 ３８，７００ 計 ２７，５００ 計 ２，２００ 計 １１，３００ 計 ３００

出所：輸出共販資料より作成．
註：２００２年度における値である．

表８ 輸出共販の品種別輸出単価と費用単価 （単位：円／箱）

サンふじ

４０玉

サンふじ

４６～５０玉

サンふじ

２６～３６玉

有袋ふじ

２４～３６玉

世界一

（５�）
世界一

（１０�）
有袋ふじ

２４～３６玉

C&F価格 ２，１００ １，９００ ２，５５０ ３，４８０ ３，２００ ３，７００ ３，４８０

手取り価格 １，６７０ １，４７０ ２，１００ ３，０３０ ２，７５０ ３，１５０ ３，０３０

費用 ４３０ ４３０ ４５０ ４５０ ４５０ ５５０ ４５０

出所：輸出共販資料より作成．
註：１）費用は輸送，輸出関連業務，保管費等の費用合計．

手取り価格は取引した組合員の受取価格．
２）C&F価格とは，輸出費用込み価格を示す．
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末端集荷機能のみを発揮する流通主体として存在

していると言っても過言ではない．

本来，海外輸出国の輸出戦略の展開で見られる

ように，輸出戦略は生産段階から輸出相手国の小

売段階まで輸出経路全体の統括をもって輸出量を

拡大していく．これは，需要情報が生産段階へと

フィードバックできるため，供給調整といった生

産段階での対応が可能なシステムである．

そのため，わが国にとっても輸出拡大を意図す

るなら，国内向け流通に依存しない輸出向け産地

流通システムの構築が課題とする．

【註】

（註１）輸出向けりんごの大半は台湾向けであるが，

台湾向けりんごの防疫制度では園地指定がないた

め，生産段階から輸出向けと国内向けを区別する

ことがなく，国内向けを輸出向けにすることも可

能になっている．そして産地輸出主体は，国内市

場の価格動向によって輸出量を調整していること

から，海外市場（特に台湾市場）を販売調整弁と

して位置付けているため国内市場の動向に制約さ

られるのである．

（註２）移出商 A社への聞き取りでは，国内市場への

出荷を中心としながら海外市場（特に台湾市場）

へ向けて出荷を志向する理由として，国内市場へ

の出荷時期が関係している．長野県産が市場に出

回った後に青森県産が市場に出回るため，１２月は

出荷量が少ない．しかし，その間の倉庫管理費，

従業員の賃金等の経営費がかさむため，１２月に国内

市場へ出荷するより，１月の旧正月に向けての出荷

は（追加的な費用を含めた）価格設定をしても，

利益が上がることから，年々の輸出量が増加して

いる理由となっている．

（註３）日台間の防疫制度は生産地域の指定（指定園

地）・栽培地検査等がなく，防疫検査は比較的緩

やかなことから，国内仕向け用を輸出用に仕向け

ることが可能であるため，国内向けと輸出向けと

の輻輳，交叉的な流通を形成する大きな要因と

なっている．

（註４）図２において，各流通経路の構成割合等の数

量的把握が必要であるが，データ入手上困難で

あったため流通経路のみを記載した．

（註５）生産者は農協に出荷するよりも，高い所得確

保のため高級品・高品質りんごを自家で選別し，

産地市場に出荷する傾向がある．この点が，産地

市場から買付けを行っている移出商の輸出取扱量

の占める割合が高い，大きな理由である．

（註６）規格不統一の問題は，主に「等級」の問題で

ある．「青森県りんご県外出荷規格条例施行規則」

において，統一された基準は存在するものの，現

状では，守られていない．表４にあるように，輸

出主体別に等級の呼び名も異なる．また，JAつが

る弘前でみられるように，各等級内での品質の差

が大きいことも伺える．

この規格不統一は，台湾輸入業者が輸出業者に

指定した品質のりんごを発注する際に，意図した

品質とは異なった品質のりんごが入荷されること

があり，混乱をきたしている．しかしながらこの

点は，輸入業者の産地の規格に関する情報不足が

原因であるため，輸入業者が取引を重ねることに

よって解消できると考えられる．
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